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 ９月議会、議長は土屋とものり議員が行った、市内中学校で行われている「別室指導」問題につ

いての一般質問で、市教育委員会教育次長の「反問権を行使したい」との要求を認めました。 

 日本共産党市議団は、議長に申し入れを行いました。 

９
月
１
２
日
土
屋
知
紀
議
員
は
、
一

般
質
問
の
第
１
質
問
で
、
生
徒
指
導
の

在
り
方
で
、「
あ
る
中
学
校
で
は
、
ち
ょ

っ
と
し
た
悪
ふ
ざ
け
が
、
生
徒
指
導
規

定
に
基
づ
く
『
別
室
指
導
』
扱
い
に
な

る
と
の
事
で
す
。
こ
の
学
校
で
は
、
生

徒
が
飴
や
ガ
ム
を
食
べ
た
だ
け
で
、
別

室
指
導
に
す
る
と
の
事
で
す
。
」
と
取
り

上
げ
ま
し
た
。 

 

教
育
長
は
、｢

別
室
指
導
は
、
暴
力
行

為
、
器
物
破
損
、
飲
酒
・
喫
煙
等
の
法

議
会
基
本
条
例
で
定
め
た
、
反
問
権
と
は
、
何
か 

 

福
山
市
議
会
基
本
条
例
第
16

条
第
３
項
で
、
「
市
長
及
び
そ
の

執
行
機
関
で
あ
る
職
員
は
、
議
長

ま
た
は
委
員
長
の
許
可
を
得
て
、

議
員
の
質
疑
ま
た
は
質
問
に
対

し
て
、
そ
の
発
言
の
趣
旨
等
の
た

め
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

と
定
め
、【
解
説
】
の
第
３
項
で
、

「
市
長
等
が
、
議
長
や
委
員
長
の

許
可
を
得
て
、
質
問
等
の
趣
旨
を

確
認
す
る
た
め
に
質
問
で
き
る

反
問
権
に
つ
い
て
、
定
め
て
い
ま

す
。」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

趣
旨
の
意
味
は
「
話
や
文
章
の

言
お
う
と
す
る
事
」
「
…
特
定
の
話

…
な
ど
に
お
け
る
要
点
」
と
訳
さ
れ

て
い
ま
す
。
議
会
基
本
条
例
の
策
定

を
進
め
る
特
別
委
員
会
の
議
論
の

中
で
も
、
【
解
説
】
ま
で
付
け
て
、

明
確
に
し
た
の
は
、
「
反
問
権
」
の

濫
用
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
か

ら
で
し
た
。 

 

今
回
の
教
育
次
長
が
求
め
る
、

「
根
拠
を
し
め
す
」
事
は
、
「
質
問

等
の
趣
旨
を
確
認
す
る
た
め
質
問

で
き
る
」
と
い
う
反
問
権
を
逸
脱
し

て
お
り
、
議
員
の
質
問
権
を
侵
害
す

る
も
の
で
す
。 

 

教
育
次
長
の
反
問
権
の
行
使
に

対
し
、
村
井
あ
け
み
市
議
は
、
議

会
基
本
条
例
の
中
で
認
め
て
い
る

反
問
権
に
つ
い
て
は
、
質
問
の
趣

旨
に
関
し
て
問
う
事
が
で
き
る
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
根
拠
を

問
う
事
は
、
反
問
の
範
囲
を
超
え

て
お
り
、
濫
用
だ
と
抗
議
し
ま
し

た
。 

 

ま
た
、
根
拠
を
問
う
反
問
権
を
、

議
長
が
認
め
る
こ
と
は
、
議
長
の

横
暴
で
あ
り
、
整
理
す
る
必
要
が

あ
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。 

 

地
方
自
治
法
で
は
、
行
政
職
員

は
議
員
の
質
問
に
対
し
、
説
明
で

き
る
と
し
て
お
り
、
逆
質
問
は
許

さ
れ
な
い
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 
 

令
に
違
反
す
る
行
為
な
ど
の
場
合

に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指

導
を
行
う
時
に
は
、
保
護
者
、
生

徒
に
指
導
内
容
、
方
法
等
を
説
明

し
、
保
護
者
の
協
力
を
得
な
が
ら

教
師
が
つ
い
て
漢
字
ド
リ
ル
や
数

学
の
問
題
集
を
使
い
、
指
導
を
行

っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
悪
ふ

ざ
け
や
単
に
飴
や
ガ
ム
を
食
べ
た

だ
け
で
別
室
指
導
を
行
う
事
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん｣

と
答
弁
し
て

い
ま
す
。
重
ね
て
質
問
を
行
っ
た

土
屋
議
員
に
教
育
次
長
は
、「
そ
の

根
拠
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
い
の

で
反
問
の
許
可
を
」
と
議
長
に
求

め
ま
し
た
。 

別室指導とは 

各学校で定めている「生徒指導規定」に違反

した生徒が、教室とは別の部屋で、教師が注意

し反省を求め、漢字プリントを書かせたりしま

す。注意を聞かない生徒は、漢字プリントが増

え、別室指導の時間が増えます。２日～５日間

別室指導となることもあります。 

9 月 12 日本会議の「反問権」行使に関する申し入れ 

小林茂裕福山市議会議長様 

２０１３年９月２０日 

日本共産党福山市議会議員団 

村井 明美 

高木 武志 

土屋 知紀 

河村 晃子 

 議長は、9 月 12 日に行われた本会議一般質問の、日本共産党土

屋知紀市議の質問中に、教育委員会の石井教育次長の、反問権を許

可しました。 

反問権については、福山市議会基本条例「第 6 章 市長との関係」

の第３項に「市長等及び、その補助機関である職員は、議長または

委員長の許可を得て、議員の質疑または質問に対して、その発言の

趣旨の確認等のため質問することができる」としています。 

そして、この条文の解説には「質問等の趣旨を確認するために質

問できる」と、明記しています。このことは、２０１０年１１月２

２日に開かれた、議会基本条例等検討特別委員会で、確認されてお

ります。 

ところが、９月１２日の本会議での、石井次長の発言は、「発言

の根拠を示してください」と、「根拠」について質問しました。 

これは、議会基本条例１６条の３項を著しく逸脱した行為です。 

そもそも、議員の議会での発言は、様々な角度からの調査や研究、

各議員それぞれの政治的立場や市民からの要望、思想・信条により

成り立っています。   

そのため、その発言の根拠は千差万別であり、それらの「根拠」

を理事者が反問すると、「言論の府」である議会制民主主義が成立

しなくなるばかりでなく、議会運営にも支障が出ます。これは、議

会の自殺行為であります。 

そのために、議会基本条例等検討特別委員会の議論の中でも、「質

問の趣旨の確認にとどめるべき」「反問権の濫用は認めない」との、

意見が出され、解説に記述されたものです。 

さらに、小林議長自身も、「制約を設ける」旨の発言をしていま

す。しかし、この度の小林議長が、根拠を問うということを、認

めたことは、趣旨の確認の範囲を大きく逸脱した、反問権の濫用そ

のものであります。 

今後、二度とこのようなことがないよう、強く申し入れます。 
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